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｣
.
一
三

議
案
第
十
九
号

三
朝
町
農
業
共
済
条
例
の
　
1
部
改
正
把
つ
S
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
盛
業
共
済
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
'
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
.
第
九
十
六
条
第
1
項
の
規
定
に
ょ
ゎ
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

･
昭
和
五
十
七
年
三
月
十
日

三

　

朝

　

町

　

長

･

　

松

　

　

村

　

　

葡

　

　

成

三
朝
町
飯
食
級
長
急
進
輿
や
ノ

莞
悪
童
苦
苫
嵐
寮
可
決



逮
ト･,9三

朝
町
条
例
第

‡ダニ

-
る
叫

号

一
･
.
:
.
 
S
一
;
.
.

唯P'

三
朝
町
慶
喜
共
済
条
例
の
二
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
轟
業
共
.
済
乗
例
(
昭
和
三
十
九
年
三
朝
町
条
例
第
十
二
号
)
　
の
1
恥
を
改
正
す
る
｡

第
二
十
九
条
第
二
項
中
｢
の
最
高
額
の
金
額
｣
を
｢
二
番
目
竺
局
鰻
の
も
の
(
鼓
当
す
る
金
織
が
な
い

と
き
は
､
最
低
/
敬
の
一
金
額
)
｣
に
改
め
る
.

第
四
十
三
条
第
7
墳
第
二
万
中
｢
抱
月
+
自
｣
を
｢
十
一
月
三
十
日
｣
に
改
め
る
｡

第
四
十
六
乗
算
二
項
中
｢
の
撃
愚
の
金
瓶
｣
を
｢
二
番
目
竺
南
観
の
も
の
　
(
該
当
す
る
金
境
が
夜
S
と

き
ぬ
'
最
低
額
の
金
額
)
　
｣
に
改
め
る
.

＼

別
表
第
1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

)
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園

係
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最
作
物
共
済
の
共
済
掛
車
乗

地

地
域
基
準

共
済
掛
金
率

岡
上
の
負
担
区
分

農
家
負
軸
琴

福
山
'
大
谷
､

青
原
､
柿
谷
'

俵
原
､
福
本
､
中

福
音

r
Y

軒務
賀
ハ
.
若
宮
p
'

実
光
､
久
原
､

波
伯
山
､
上
西
谷
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凍

　

稲

　

L

w

三
九
八
八

1
'
1
7
0
1
ニ
虜

大
帝
､
牧
'
山
田
､
小
河
内
､
今
泉
､
本
泉
､
i

ご
毒
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則

′
　
こ
の
条
例
は
､
､
鳥
取
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
臼
か
ら
施
行
す
る
｡

r
l
　
改
正
後
の
条
例
(
以
下
｢
新
条
例
｣
と
1
う
.
)
撃
l
十
九
乗
車
義
及
び
窮
g
J
.
十
大
条
警
壷
の

規
定
は
､
一
水
癖
に
つ
い
て
は
昭
和
五
十
七
年
藩
の
＼
も
の
か
ら
､
革
に
つ
S
て
､
は
拍
和
五
十
八
年
産
か
ら
､

義
歯
に
つ
h
で
は
こ
の
条
例
施
行
後
共
済
貴
任
塑
閲
の
由
始
す
る
轟
綿
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
､
唱

和
五
十
六
年
以
前
の
年
産
の
水
和
及
び
明
和
五
十
七
年
以
前
の
年
産
の
麦
並
び
に
こ
の
条
例
施
行
前
に

I

共
済
首
位
藤
間
の
由
始
し
た
撃
鵬
に
つ
S
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
L
る
.

J
　
新
条
例
第
四
十
三
条
竺
項
第
盲
の
規
定
は
､
昭
和
五
十
八
年
産
春
賀
綿
か
ち
嵐
用
す
る
も
の
と

し
､
昭
和
五
十
七
年
蓮
華
番
組
に
つ
1
て
は
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
掃
出
Y
U
れ
た
も
の
と
み
夜
す
.


